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通常収支分 

１ 一般財源総額の確保 

・ 一般財源総額（交付団体ベース）を67.5兆円（対前年度比＋3.7兆円）確保 

・ 地方交付税総額を20.2兆円（対前年度比＋1.2兆円）確保 
 

※「地域未来基金費(仮称)」及び「臨時財政対策債償還基金費(仮称)」を除くと対前年度比＋2.5 兆円 
 

・ 当分の間税率（軽油引取税等）、環境性能割（自動車税等）廃止に伴う令和８年度の

減収について、地方特例交付金により全額補塡 
 

２ 地方財政の健全化 
・ 引き続き臨時財政対策債の新規発行額をゼロとした上で、「臨時財政対策債償還

基金費(仮称)」(0.8兆円)を創設。交付税特別会計の借入金残高を2.9兆円縮減 

３ 物価高・官公需の価格転嫁への対応 

・ 物価高を反映し、地方団体の委託料、維持補修費、投資的経費等について、0.6兆

円増額計上するとともに、普通交付税の算定で地方団体の価格転嫁の取組を反映 

４ いわゆる教育無償化への対応 
・ いわゆる教育無償化に係る地方負担(0.4兆円)について、地方財政計画の歳出に

全額計上し、一般財源総額を増額確保 

・ 公立高校における人材育成の取組を推進するため、「高等学校教育改革等推進

事業費(仮称)」（0.1兆円）を計上し、「高等学校教育改革等推進事業債(仮称）」を創設 

５ 「地域未来基金費（仮称）」の創設 
・ 都道府県における産業クラスターの形成・拡大や地場産業の付加価値向上と販路

開拓を推進するため「地域未来基金費（仮称）」(0.4兆円)を創設 

６ 防災・減災対策の推進 
・ 「緊急防災・減災事業費」、「緊急自然災害防止対策事業費」の対象事業を拡充した

上で、事業期間を令和12年度まで延長 

７ 公営企業の経営基盤の強化 
・ 地方団体が公営企業の経営改善の取組を円滑に行うことができるよう、「公営企

業経営改善特例債（仮称）」を創設（地方財政法を改正） 

・ インフラ老朽化に対応するため、上下水道事業に係る地方財政措置を拡充 

・ 地域医療提供体制を確保するため、病院事業に係る地方財政措置を拡充 

東日本大震災分 

○ 震災復興特別交付税(0.1兆円)の確保 

・ 一般財源総額（交付団体ベース） 67.5兆円 対前年度比 ＋3.7兆円※ 

・ 地方税・地方譲与税 51.0兆円   同    ＋2.6兆円 

・ 地方特例交付金等 0.8兆円   同    ＋0.6兆円 

・ 地方交付税  20.2兆円   同    ＋1.2兆円 

資料１ 






